
 

◎ 横須賀市教育大綱の策定について 

 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

(大綱の策定等) 

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定す

る基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に

「大綱」という。)を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するもの

とする。 

（３項以下略） 

 

 

 

２ 教育振興基本計画との関連 

教育振興基本計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる

方針の部分が大綱に該当すると考えることもできるため、地方公共団体の長

が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、教育振興基本計画をも

って大綱に代えることができる。 

令和４年１月 20 日（木） 

総合教育会議 
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